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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）板材であって、該板材が：
　（Ａ１）第１周辺部及び第２周辺部を備える第１主面と、
　（Ａ２）前記第１主面と反対側の第２主面であって、該第２主面が、第３周辺部及び第
４周辺部を備え、前記第１周辺部と前記第３周辺部とが表裏の関係にあり、そして前記第
２周辺部と前記第４周辺部とが表裏の関係にある、前記第２主面と、
　（Ａ３）前記第１周辺部及び前記第３周辺部を接続する第１端面と、
　（Ａ４）前記第２周辺部及び前記第４周辺部を接続する第２端面と、を有する、前記板
材と、
　（Ｂ）縦軸に沿って伸長する連続部分および該連続部分から突出する舌部構造を有する
第１ウェブであって、前記舌部構造の間に第１離間が存在して前記縦軸の方向において伸
長し、前記第１ウェブの舌部構造が、複数の第１間欠位置で前記第１及び第３周辺部のう
ちの少なくとも一方に接合されており、前記舌部構造の間の前記第１離間がさらに、前記
第１ウェブの前記連続部分と前記第１端面との間に伸長することにより前記第１端面の一
部が覆われない、第１ウェブと、
　（Ｃ）縦軸に沿って伸長する連続部分および該連続部分から突出する舌部構造を有する
第２ウェブであって、該第２ウェブの前記舌部構造の間に第２離間が存在して前記縦軸の
方向において伸長し、前記第２ウェブの舌部構造が、複数の第２間欠位置で前記第２及び
第４周辺部のうちの少なくとも一方に接合されており、前記舌部構造の間の前記第２離間
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がさらに、前記第２ウェブの前記連続部分と前記第２端面との間に伸長することにより前
記第２端面の一部が覆われない、第２ウェブと、
を備え、前記板材は、最大３００μｍの厚さを有することを特徴とする、端面保護構造付
き製品。
【請求項２】
　（Ａ）板材であって、該板材が：
　（Ａ１）第１周辺部及び第２周辺部を備える第１主面と、
　（Ａ２）前記第１主面と反対側の第２主面であって、該第２主面が、第３周辺部及び第
４周辺部を備え、前記第１周辺部と前記第３周辺部とが表裏の関係にあり、そして前記第
２周辺部と前記第４周辺部とが表裏の関係にある、前記第２主面と、
　（Ａ３）前記第１周辺部及び前記第３周辺部を接続する第１端面と、
　（Ａ４）前記第２周辺部及び前記第４周辺部を接続する第２端面と、を有する、前記板
材と、
　（Ｂ）前記第１端面を保護し、かつ前記第１及び第３周辺部のうちの少なくとも一方の
周辺部に、複数の第１間欠位置で接合される第１ウェブと、
　（Ｃ）前記第２端面を保護し、かつ前記第２及び第４周辺部のうちの少なくとも一方の
周辺部に、複数の第２間欠位置で接合される第２ウェブと、
　（Ｄ）前記板材が巻き付けられてロールを形成するマンドレルと、
を備え、
　前記板材は前記マンドレルの周りに湾曲し、前記第１周辺部は、前記第１ウェブを設け
ることにより前記第３周辺部に直接接触するのが防止され、そして前記第２周辺部は、前
記第２ウェブを設けることにより前記第４周辺部に直接接触するのが防止され、前記板材
は、最大３００μｍの厚さを有することを特徴とする、
端面保護構造付き製品。
【請求項３】
　前記第１及び第２ウェブがポリイミドテープである、請求項１又は請求項２に記載の製
品。
【請求項４】
　前記第１端面及び／又は前記第２端面は、前記第１ウェブで連続的に包み込まれる、請
求項２に記載の製品。
【請求項５】
　前記第１端面及び前記第２端面は、前記第１ウェブで間欠的に包み込まれる、請求項１
又は請求項２に記載の製品。
【請求項６】
　前記第１間欠位置及び前記第２間欠位置は、前記板材の中心線に対して略対称である、
請求項１又は請求項２に記載の製品。
【請求項７】
　前記第１間欠位置は、前記第１及び第３周辺部の両方に位置し、前記第２間欠位置は、
前記第２及び第４周辺部の両方に位置する、請求項１又は請求項２に記載の製品。
【請求項８】
　前記第１及び第３周辺部上の前記第１間欠位置は、前記第１周辺部と前記第３周辺部と
の間の中心面に対して略対称であり、前記第２及び第４周辺部上の前記第２間欠位置は、
前記第２周辺部と前記第４周辺部との間の中心面に対して略対称である、請求項７に記載
の製品。
【請求項９】
　前記第１ウェブ及び／又は前記第２ウェブ及び／又は前記第１周辺部及び／又は前記第
２周辺部は、前記第１間欠位置の少なくとも一部の位置、及び／又は前記第１離間の位置
を支持する記録マークを備える、請求項１又は請求項２に記載の製品。
【請求項１０】
　端面保護構造付き製品を仕上げる方法であって、該方法は以下の工程：
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　（Ｉ）端面保護構造付き製品を提供する工程であって、該端面保護構造付き製品が：
　（Ａ）板材であって、該板材が：
　（Ａ１）第１周辺部及び第２周辺部を備える第１主面と、
　（Ａ２）前記第１主面と反対側の第２主面であって、該第２主面が、第３周辺部及び第
４周辺部を備え、前記第１周辺部と前記第３周辺部とが表裏の関係にあり、そして前記第
２周辺部と前記第４周辺部とが表裏の関係にある、前記第２主面と、
　（Ａ３）前記第１周辺部及び前記第３周辺部を接続する第１端面と、
　（Ａ４）前記第２周辺部及び前記第４周辺部を接続する第２端面と、を有する、前記板
材と、
　（Ｂ）縦軸に沿って伸長する連続部分および該連続部分から突出する舌部構造を有する
第１ウェブであって、前記舌部構造が前記縦軸の方向において互いに離間し、前記第１ウ
ェブの舌部構造が、前記第１及び第３周辺部のうちの少なくとも一方に、複数の第１間欠
接合位置で接合され、前記第１ウェブの前記連続部分が前記第１端面から離間されること
により前記第１端面の一部が覆われない、第１ウェブと、
　（Ｃ）縦軸に沿って伸長する連続部分および該連続部分から突出する舌部構造を有する
第２ウェブであって、該第２ウェブの前記舌部構造が前記縦軸の方向において互いに離間
し、前記第２及び第４周辺部のうちの少なくとも一方に、複数の第２間欠接合位置で接合
され、前記第２ウェブの前記連続部分が前記第２端面から離間されることにより前記第２
端面の一部が覆われない、第２ウェブと、
を備える、前記端面保護構造付き製品を提供する工程；
　（ＩＩ）前記板材を、前記第１周辺部に位置する第１割断点から前記第２周辺部に位置
する第２割断点まで延在する前記第１主面の割断線に沿って割断する工程であって、前記
第１及び第２割断点が前記第１及び第２ウェブにそれぞれ接合されることがない、前記割
断する工程；及び
　（ＩＩＩ）前記第１及び第２ウェブを前記割断線の近傍で切断する工程を含むことによ
り、前記端面保護構造付き製品が２つの個別製品に分断され、前記板材は、最大３００μ
ｍの厚さを有することを特徴とする、方法。
【請求項１１】
　工程（ＩＩ）が工程（ＩＩＩ）に先行する；又は
　工程（ＩＩＩ）が工程（ＩＩ）に先行する；又は
　工程（ＩＩ）及び工程（ＩＩＩ）は略同時に実行される、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　工程（ＩＩ）において、前記割断線の近傍の前記第１主面は、前記割断線と直交する方
向に湾曲している、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　工程（ＩＩ）は：
　（ＩＩａ）初期亀裂を前記第１主面に形成する工程と、
　（ＩＩｂ）前記初期亀裂を前記割断線に沿って、前記第１主面に対してレーザビーム照
射を施すことにより進展させる工程と、
を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　工程（ＩＩｂ）によって刻線が形成され、該刻線は前記割断線の少なくとも一部であり
、そして前記方法は更に：
　（ＩＩｃ）前記板材に破断力を加えて、前記板を前記割断線に沿って割断して２つの部
分とする工程を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　工程（ＩＩａ）において、前記初期亀裂を、前記第１ウェブに接合されていない前記第
１周辺部の位置に形成する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
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　工程（ＩＩｂ）では、前記第１及び第２ウェブに対してレーザ光照射を施さない、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　以下の工程（ＩＶ）：
　（ＩＶ）前記第１周辺部及び／又は前記第２周辺部を除去することにより、前記第１ウ
ェブ又は前記第２ウェブが付いていない状態の仕上げ板材が得られる、
をさらに含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記板材は湾曲し、そして前記製品は巻回帯状体の形態であり、前記第１周辺部は、前
記第１ウェブを設けることにより前記第３周辺部に直接接触するのが防止され、そして前
記第２周辺部は、前記第２ウェブを設けることにより前記第４周辺部に直接接触するのが
防止され、そして工程　（ＩＩ）は更に：
　（ＩＩｄ）前記巻回帯状体を繰り出して、前記板材の所望の長さ部分を、前記巻回帯状
体から巻き出すことにより、前記割断線の所望の位置を剥き出しにする工程を含む、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１ウェブ及び／又は前記第２ウェブ及び／又は前記第１周辺部及び／又は前記第
２周辺部は、前記第１間欠接合位置の少なくとも一部の位置、及び／又は隣接する前記第
１間欠接合位置の間の前記ウェブの部分の位置を支持する記録マークを備え、該記録マー
クが、工程（ＩＩ）において前記割断線に沿った割断を案内する、請求項１０に記載の方
法。

【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１１年５月２７日に出願された米国仮特許出願第１３／１１７，５６４
号の優先権の利益を米国特許法第１１９条に基づいて主張するものであり、この仮特許出
願の内容は、本明細書で参照することにより、当該出願の内容全体が援用され、そして本
明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、板材及び端面保護用ウェブを備える端面保護構造付き製品、及び端面保護構
造付き製品の仕上げ方法に関するものである。詳細には、本発明は、板ガラスと、そして
主面の周辺部に間欠的に接合される端面保護用ウェブと、を備える端面保護構造付き薄板
ガラス製品、及び当該薄板ガラス製品の仕上げ方法に関するものである。本発明は、例え
ば表示素子に使用される超薄板ガラス製品を形成し、そして仕上げるために有用である。
【背景技術】
【０００３】
　ガラス板、ガラス－セラミック板、セラミック板、及び結晶ウェハなどのような薄板材
は、多くのプロセス及び素子に広く使用されている。各板材部材は通常、端面で接合され
る少なくとも２つの表裏の主面を含む。これらの板材を製造し、ハンドリングし、搬送し
、そして使用しているときに、これらの板材は、他の板材、装置、治具に接触し、従って
種々の外力の衝撃を受ける。多くの場合、板材の機械的に最も弱い部分は、主面の端面及
び周辺部である。これらの脆弱領域が保護されない状態では、板材は、欠け、割れのよう
な不良になり易く、そして外力が特定の限界値を超えた場合には、破断のような不良にも
なり易い。
【０００４】
　このような現象は、特に板ガラス材の場合に当てはまり、特に１ｍｍ未満の、特定の実
施形態では、最大５００μｍの、特定の実施形態では、最大３００μｍの厚さを有する薄
板ガラスの場合に当てはまり、これらの板ガラスは、ディスプレイ装置を、例えば液晶表
示ディスプレイ（ＬＣＤ）のＴＦＴ基板及びカラーフィルタ基板、有機発光ダイオード（
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ＯＬＥＤ）表示基板、ディスプレイカバーシートなどとして製造するために極めて頻繁に
使用されている。これらのガラス材料、特に米国ニューヨーク州コーニング市にあるＣｏ
ｒｎｉｎｇ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ（コーニング社）が開発した技術であるオーバー
フローダウンドロー法を用いて製造されるガラス材料は、高い表面品位を有する傾向にあ
る。しかしながら、これらの板ガラスに切断及び端面仕上げ加工を行なう必要があるので
、機械的欠陥は、主面の端面及び周辺部において完全に避けることはできない。比較的柔
らかい材料を使用して包み込むことにより端面を保護する手法が、薄板ガラス製品の製品
割れ、及び他の不良の低減に大きくつながることが判明している。
【０００５】
　特に注目される超薄板ガラス製品は巻回帯状体の形態であり、この場合、１００μｍの
厚さを有する、またはそれよりも薄い厚ささえも有するガラスリボンのような極薄の細長
ガラスリボンをマンドレルに巻き上げてロールを形成する。ガラスリボンロールを繰り出
して、平坦形状体とすることができ、平坦形状体に、コーティング堆積、半導体素子形成
などのような表面処理を施し、そして次に、平坦形状体を再度巻き上げてロールとする。
このロールツーロールプロセスは特に、ｅ－ｉｎｋ－ｂａｓｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙｓ（電
子インクディスプレイ）、光起電力素子などのような種々のオプトエレクトロニクス素子
を形成するために有利となり得る。しかしながら、薄板ガラスロールでは、ガラスリボン
は、一方の面で圧縮応力を受け、そして他方の面で引っ張り応力を受ける。端面欠陥また
は端面衝撃が生じると必ず、欠け及び／又は破断に容易に至ってしまう。従って、端面保
護が、このようなガラス巻回帯状体にとって特に重要となる。
【０００６】
　特許文献１には、端面保護構造付き板ガラス製品が開示されており、この板ガラス製品
では、板ガラスの端面、及び板ガラスの主面の周辺部が、これらの周辺部に接着されるポ
リイミドなどのような連続ウェブ材料で保護される。この参考文献には、端面保護用ウェ
ブを、巻回帯状体として巻き付けたガラスリボンの端面を保護するために用いることがで
きることが開示されている。連続ウェブ材料で板ガラスを十分に保護することができるが
、この連続ウェブ材料からは技術的に困難な課題が、板ガラスまたはガラスリボンを切断
して複数の部材とし、そしてウェブ材料を取り外す後続の仕上げ工程において生じる。ウ
ェブ材料を機械的に切断する作業では、板ガラスの割断線に位置合わせすることが難しく
なってしまうことが判明した。薄板ガラスを切断するために使用すると有利であるＣＯ２

レーザビームを用いてレーザ切断を行なう場合、有機ウェブ材料を空気中でレーザビーム
に曝すと、ガラス表面が燃焼し、ガラス表面に有毒ガスが生成され、そしてガラス表面が
炭化してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／００２３５４８Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、上記問題を持たない端面保護構造付き製品が純粋に必要となっている。
【０００９】
　本発明は、この必要性及び他の必要性を満たす。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の幾つかの態様が本明細書において開示される。これらの態様は、互いに重複し
ていても、または重複していなくてもよいことを理解されたい。従って、１つの態様の一
部は、別の態様の範囲に含まれ、逆に別の態様の一部は、１つの態様の範囲に含まれてい
る可能性がある。
【００１１】
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　各態様は、多数の実施形態により例示され、これらの実施形態が今度は、１つ以上の特
定の実施形態を含むことができる。これらの実施形態は、互いに重複していても、重複し
ていなくてもよいことを理解されたい。従って、１つの実施形態の一部は、または１つの
実施形態の特定の実施形態は、別の実施形態の範囲、または別の実施形態の特定の実施形
態に含まれていても、含まれていなくてもよい、逆に別の実施形態の一部、または別の実
施形態の特定の実施形態は、１つの実施形態の範囲、または１つの実施形態の特定の実施
形態に含まれていても、含まれていなくてもよい。
【００１２】
　従って、本開示の第１の態様は端面保護構造付き製品に関するものであり、前記端面保
護構造付き製品は：
　（Ａ）板材であって、該板材が：
　（Ａ１）第１周辺部及び第２周辺部を備える第１主面と、
　（Ａ２）前記第１主面と反対側の第２主面であって、該第２主面が、第３周辺部及び第
４周辺部を備え、前記第１周辺部と前記第３周辺部とが表裏の関係にあり、そして前記第
２周辺部と前記第４周辺部とが表裏の関係にある、前記第２主面と、
　（Ａ３）前記第１周辺部及び前記第３周辺部を接続する第１端面と、
　（Ａ４）前記第２周辺部及び前記第４周辺部を接続する第２端面と、を有する、前記板
材と、
　（Ｂ）前記第１端面を保護し、かつ前記第１及び第３周辺部のうちの少なくとも一方の
周辺部に、複数の第１間欠接合位置で接合される第１ウェブと、そして
　（Ｃ）前記第２端面を保護し、かつ前記第２及び第４周辺部のうちの少なくとも一方の
周辺部に、複数の第２間欠接合位置で接合される第２ウェブと、を備える。
【００１３】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記板材は略平坦であるか、または湾曲
している。
【００１４】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記板材は湾曲し、そして前記製品は巻
回帯状体の形態であり、前記第１周辺部は、前記第１ウェブを設けることにより前記第３
周辺部に直接接触するのが防止され、そして前記第２周辺部は、前記第２ウェブを設ける
ことにより前記第４周辺部に直接接触するのが防止される。
【００１５】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記板材は、ガラス、ガラス－セラミッ
ク、セラミック、または結晶材料である。
【００１６】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記板材は、最大３００μｍの厚さを有
する。
【００１７】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブは、前記第１及
び第２端面からそれぞれ、少なくとも１ｍｍの距離だけ突出する。
【００１８】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブは、テープ、コ
ーティング、またはフィルムを同じ形態で、または異なる形態で個別に備える。
【００１９】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブは、プラスチッ
ク材料、金属箔、または紙材を同じ形態で、または異なる形態で個別に備える。
【００２０】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブは、前記周辺部
に接着剤で接合される。
【００２１】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブはポリイミドテ



(7) JP 5930555 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

ープである。
【００２２】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１端面は、前記第１ウェブで連続
的に包み込まれる。
【００２３】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第２端面は、前記第２ウェブで連続
的に包み込まれる。
【００２４】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１端面は、前記第１ウェブで間欠
的に包み込まれる。
【００２５】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第２端面は、前記第２ウェブで間欠
的に包み込まれる。
【００２６】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１間欠接合位置及び前記第２間欠
接合位置は、前記板材の中心線に対して略対称である。
【００２７】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１間欠接合位置は、前記第１及び
第３周辺部の両方に形成され、そして前記第２間欠接合位置は、前記第２及び第４周辺部
の両方に形成される。
【００２８】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１及び第３周辺部上の前記第１間
欠接合位置は、前記第１周辺部と前記第３周辺部との間の中心面に対して略対称であり、
そして前記第２及び第４周辺部上の前記第２間欠接合位置は、前記第２周辺部と前記第４
周辺部との間の中心面に対して略対称である。
【００２９】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１ウェブは、前記第１間欠接合位
置の少なくとも一部の位置、及び／又は前記ウェブのうち、隣接する前記第１間欠接合位
置の間に在る部分の位置を指示する記録マークを備える。
【００３０】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第２ウェブは、前記第２間欠接合位
置の少なくとも一部の位置、及び／又は前記第２ウェブのうち、隣接する前記第２間欠接
合位置の間に在る部分の位置を指示する記録マークを備える。
【００３１】
　第１の態様による製品の特定の実施形態では、前記第１及び／又は第２周辺部は、前記
第２間欠接合位置の少なくとも一部の位置、及び／又は前記第２ウェブのうち、隣接する
前記第２間欠接合位置の間に在る部分の位置を指示する記録マークを備える。
【００３２】
　本開示の第２の態様は、端面保護構造付き製品を仕上げる方法に関するものであり、該
方法は以下の工程：
　（Ｉ）端面保護構造付き製品を提供する工程であって、該端面保護構造付き製品が：
　（Ａ）板材であって、該板材が：
　（Ａ１）第１周辺部及び第２周辺部を備える第１主面と、
　（Ａ２）前記第１主面と反対側の第２主面であって、該第２主面が、第３周辺部及び第
４周辺部を備え、前記第１周辺部と前記第３周辺部とが表裏の関係にあり、そして前記第
２周辺部と前記第４周辺部とが表裏の関係にある、前記第２主面と、
　（Ａ３）前記第１周辺部及び前記第３周辺部を接続する第１端面と、
　（Ａ４）前記第２周辺部及び前記第４周辺部を接続する第２端面と、を有する、前記板
材と、
　（Ｂ）前記第１端面を保護し、かつ前記第１及び第３周辺部のうちの少なくとも一方の
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周辺部に、複数の第１間欠接合位置で接合される第１ウェブと、そして
　（Ｃ）前記第２端面を保護し、かつ前記第２及び第４周辺部のうちの少なくとも一方の
周辺部に、複数の第２間欠接合位置で接合される第２ウェブと、を備える、前記端面保護
構造付き製品を提供する工程、
　（ＩＩ）前記板材を前記第１周辺部に位置する第１割断点から前記第２周辺部に位置す
る第２割断点まで延在する第１主面の割断線に沿って割断する工程であって、前記第１及
び第２割断点が前記第１及び第２ウェブにそれぞれ接合されることがない、前記割断する
工程、及び
　（ＩＩＩ）前記第１及び第２ウェブを前記割断線の近傍で切断する工程を含むことによ
り、前記端面保護構造付き製品が２つの個別製品に分断される。
【００３３】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）は工程（ＩＩＩ）に先行す
る。
【００３４】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩＩ）は工程（ＩＩ）に先行す
る。
【００３５】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）及び工程（ＩＩＩ）は略同
時に実行される。
【００３６】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）において、前記割断線は、
前記第１端面及び／又は前記第２端面に略直交する。
【００３７】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）において、前記割断線は略
直線である。
【００３８】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）において、前記割断線の近
傍の前記第１主面は、前記割断線と直交する方向に湾曲している。
【００３９】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）において、前記板材は、湾
曲エアバーの上に載置される。
【００４０】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）は：
　（ＩＩａ）初期亀裂を前記第１主面に形成する工程と、
　（ＩＩｂ）前記初期亀裂を前記割断線に沿って、前記第１主面に対してレーザビーム照
射を施すことにより進展させる工程と、を含む。
【００４１】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩｂ）によって刻線が形成され
、該刻線は前記割断線の少なくとも一部であり、そして前記方法は更に：
　（ＩＩｃ）前記板材に破断力を加えて、前記板材を前記割断線に沿って割断して２つの
部分とする工程を含む。
【００４２】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩｂ）において、フルボディ切
断を、前記割断線に沿って行なうことができる。
【００４３】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩａ）において、前記初期亀裂
を、前記第１ウェブに接合されていない前記第１周辺部の位置に形成する。
【００４４】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩａ）において、前記初期亀裂
を、機械的スクライビングまたはレーザ焼灼の何れかにより形成する。
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【００４５】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩｂ）において、前記第１及び
第２ウェブに対してレーザ光照射を施さない。
【００４６】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩＩ）において、前記第１ウェ
ブまたは前記第２ウェブをレーザビームで、不活性雰囲気中で切断する。
【００４７】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記プロセスは更に、以下の工程（ＩＶ
）を工程（ＩＩ）及び工程（ＩＩＩ）を完了した後に含む：
　（ＩＶ）前記第１周辺部及び／又は前記第２周辺部を除去することにより、前記第１ウ
ェブまたは前記第２ウェブが付いていない状態の仕上げ板材が得られる。
【００４８】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＶ）において、レーザ切断を用
い、そしてレーザ切断中に、溝を刻設するレーザ光を前記第１ウェブまたは前記第２ウェ
ブに照射しない。
【００４９】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記板材は略平坦であるか、または湾曲
している。
【００５０】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記板材は湾曲し、そして前記製品は巻
回帯状体の形態であり、前記第１周辺部は、前記第１ウェブを設けることにより前記第３
周辺部に直接接触するのが防止され、そして前記第２周辺部は、前記第２ウェブを設ける
ことにより前記第４周辺部に直接接触するのが防止される。
【００５１】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）は更に：
　（ＩＩｄ）前記巻回帯状体を繰り出して、前記板材の所望の長さ部分を、前記巻回帯状
体から巻き出すことにより、前記割断線の所望の位置を剥き出しにする工程を含む。
【００５２】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記板材は、ガラス、ガラス－セラミッ
ク、セラミック、または結晶材料である。
【００５３】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記板材は、最大３００μｍの厚さを有
する。
【００５４】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブは、前記第１及
び第２端面からそれぞれ、少なくとも１ｍｍの距離だけ突出する。
【００５５】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブは、テープ、コ
ーティング、またはフィルムを同じ形態で、または異なる形態で個別に備える。
【００５６】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブは、プラスチッ
ク材料、金属箔、織布、コーティング、または紙材を同じ形態で、または異なる形態で個
別に備える。
【００５７】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブは、前記周辺部
に接着剤で接合される。
【００５８】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１及び第２ウェブはポリイミドテ
ープである。
【００５９】
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　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１端面は、前記第１ウェブで連続
的に包み込まれる。
【００６０】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第２端面は、前記第２ウェブで連続
的に包み込まれる。
【００６１】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１端面は、前記第１ウェブで間欠
的に包み込まれる。
【００６２】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第２端面は、前記第２ウェブで間欠
的に包み込まれる。
【００６３】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１間欠接合位置及び前記第２間欠
接合位置は、前記板材の中心線に対して略対称である。
【００６４】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１間欠接合位置は、前記第１及び
第３周辺部の両方に形成され、そして前記第２間欠接合位置は、前記第２及び第４周辺部
の両方に形成される。
【００６５】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１及び第３周辺部上の前記第１間
欠接合位置は、前記第１周辺部と前記第３周辺部との間の中心面に対して略対称であり、
そして前記第２及び第４周辺部上の前記第２間欠接合位置は、前記第２周辺部と前記第４
周辺部との間の中心面に対して略対称である。
【００６６】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１ウェブは、前記第１間欠接合位
置の少なくとも一部の位置、及び／又は前記ウェブのうち、隣接する第１間欠接合位置の
間に在る部分の位置を指示する記録マークを備える。
【００６７】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第２ウェブは、前記第２間欠接合位
置の少なくとも一部の位置、及び／又は前記第２ウェブのうち、隣接する第２間欠接合位
置の間に在る部分の位置を指示する記録マークを備える。
【００６８】
　第２の態様のプロセスの特定の実施形態では、前記第１及び／又は第２ウェブ上の前記
記録マーク、及び／又は前記第１及び／又は第２周辺部上の前記記録マークで、工程（Ｉ
Ｉ）及び工程（ＩＩＩ）の開始位置を案内する。
【００６９】
　本開示の種々の態様の１つ以上の実施形態は、以下の利点のうちの１つ以上の利点を有
する。第１に、これらのウェブを、板材の主面の周辺部に連続的に接合させることがない
ので、板材及びウェブ材料の割断を簡便に、板材の割断線及びウェブ材料の切断線を正確
に位置合わせする必要を伴うことなく行なうことができることにより、先行技術における
端面に沿った連続的な接合と比較すると、端面保護構造付き製品の仕上げの複雑さを低減
することができる。第２に、ウェブを、板材の主面の周辺部に連続的に接合させることが
ない状態でも、周辺部及び端面の保護を十分に行なうことができることにより、端面及び
周辺部への直接的な大きな衝撃を防止することができる。従って、端面保護構造付き製品
、及び当該端面保護構造付き製品を仕上げるプロセスは、巻回帯状体として巻き付けた薄
板ガラス製品にとって特に有利である。
【００７０】
　本発明の更に別の特徴及び利点は、以下の詳細な説明に開示され、そしてかなりの部分
が、この技術分野の当業者に、当該説明から容易に理解される、または本発明を、本発明
の記述及び請求項だけでなく添付の図面に説明されている通りに実施することにより認識



(11) JP 5930555 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

される。
【００７１】
　これまでの概略説明、及び以下の詳細な説明は、本発明の単なる例示に過ぎず、そして
本発明の本質及び特徴を、本発明が請求される通りに理解するための概要または概略を提
供するために行なわれる。
【００７２】
　添付の図面は、本発明に関する更なる理解を可能にするために取り入れられ、そして本
明細書に組み込まれ、かつ本明細書の一部を構成する。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の第１の態様の１つの実施形態による端面保護構造付き板製品を断面から
見た模式図である。
【図２】本開示の第１の態様の別の実施形態による巻回帯状体の形態の端面保護構造付き
板製品を断面から見た模式図である。
【図３】本開示の第１の態様の種々の実施形態による端面保護構造付き板製品を上面から
見た模式図である。
【図４】本開示の第１の態様の種々の実施形態による端面保護構造付き板製品を上面から
見た模式図である。
【図５】本開示の第１の態様の種々の実施形態による端面保護構造付き板製品を上面から
見た模式図である。
【図６】図５に示す拡大領域ＡＡの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　以下の詳細な説明では、説明のために、かつ限定しないように、特定の詳細を開示する
例示的な実施形態を開示して、本発明に対する完全な理解が得られるようにしている。し
かしながら、本開示の恩恵を享受するこの技術分野の当業者であれば、本発明を、本明細
書において開示される特定の詳細から逸脱する他の実施形態において実施することができ
ることを理解できるであろう。更に、公知のデバイス、方法、及び材料についての説明は
、本発明についての説明を不明瞭にしてしまうことがないように省略されている。最後に
、可能な限り、同様の参照番号は同様の構成要素を指すようにしている。
【００７５】
　従って、本開示の第１の態様は、端面保護構造付き製品に関するものであり、該端面保
護構造付き製品は：
　（Ａ）板材を備え、該板材は：
　（Ａ１）第１周辺部及び第２周辺部を備える第１主面と；
　（Ａ２）前記第１主面と表裏の関係にある第２主面であって、該第２主面が、第３周辺
部及び第４周辺部を備え、前記第１周辺部と前記第３周辺部とが表裏の関係にあり、そし
て前記第２周辺部と前記第４周辺部とが表裏の関係にある、前記第２主面と；
　（Ａ３）前記第１周辺部及び第３周辺部を接続する第１端面と；
　（Ａ４）前記第２周辺部及び第４周辺部を接続する第２端面と；を有し、前記端面保護
構造付き製品は更に：
　（Ｂ）前記第１端面を保護し、かつ前記第１及び第３周辺部のうちの少なくとも一方の
周辺部に複数の第１間欠接合位置で接合される第１ウェブと；そして
　（Ｃ）前記第２端面を保護し、かつ前記第２及び第４周辺部のうちの少なくとも一方の
周辺部に複数の第２間欠接合位置で接合される第２ウェブと、を備える。
【００７６】
　図１は、本開示の第１の態様の１つの実施形態による端面保護構造付き製品１０１の断
面図を模式的に示している。当該製品は：
　板材を備え、該板材は：
　一方の側に位置する第１周辺部１０７、及び他方の側に位置する第２周辺部１０９を備
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える第１主面１０３と；
　一方の側に位置する第３周辺部１１１、及び他方の側に位置する第４周辺部１１３を備
える第２主面１０５と；
　第１周辺部１０７を第３周辺部１１１に接続する第１端面１１５と；そして
　第２周辺部１０９を第４周辺部１１３に接続する第２端面１１７と；を有し、当該製品
は更に：
　第１周辺部１０７に接合される上側舌部構造１１９と、第３周辺部１１１に接合される
下側舌部構造１２３と、そして第１端面を超えて突出する翼構造と、を備える第１ウェブ
１２７と；そして
　第２周辺部１０９に接合される上側舌部構造１２１と、第４周辺部１１３に接合される
下側舌部構造１２５と、そして第２端面を超えて突出する翼構造と、を備える第２ウェブ
１２９と、を備える。
【００７７】
　この実施形態では、第１及び第２ウェブが、少なくともこれらの接合位置近傍で、これ
らの周辺部、及び第１及び第２端面を包み込む。
【００７８】
　従って、本開示の第１の態様による端面保護構造付き製品は、保護対象の板材と、そし
て２つの端面、及び第１及び第２主面の隣接周辺部を保護する２つのウェブと、を備える
。板材は、略平坦にすることができるか、または湾曲させることができる。板材を湾曲さ
せる場合、当該板材は、円錐体の外周面、または当該外周面の一部、円筒体の外周面、ま
たは当該外周面の一部、２つの主面が長い距離を隔てて分離される構成のルーズロール、
または２つの主面が短い距離を隔てて分離される構成のコンパクトロールのような種々の
形状を採ることができる。特に有利な実施形態では、端面保護構造付き製品は、基本的に
コンパクトロール製品である巻回帯状体の形態を採り、この場合、ガラスリボンを中心マ
ンドレルに巻き付けて多重層を形成する。巻回帯状体の内側では、第１周辺部が第３周辺
部に、第１ウェブを設けることにより直接接触するのが防止され、そして第２周辺部が第
４周辺部に、第２ウェブを設けることにより直接接触するのが防止される。巻回帯状体の
内側の第１主面と第２主面との間には、紙、プラスチック、織布、金属箔、または他の材
料により形成される更に別の間挿材料を設け、この間挿材料で２つの主面を更に分離して
、これらの主面が互いに直接接触するのを防止する。第１及び第２ウェブを設けることに
より、第１主面と第２主面との直接接触を、特に、第１端面から第２端面までの板材の全
体幅が非常に短い実施形態では、間挿材料を全く設けることなく防止することができる。
【００７９】
　図２は、本開示の第１の態様の特定の実施形態による巻回帯状体の形態の端面保護構造
付き製品の断面図を模式的に示している。この図では、マンドレル２０９の周りに、板材
２０３から成る細長リボンを巻き付けてロールとする。板材の両方の主面の周辺部は、第
１ウェブ２０５及び第２ウェブ２０６にそれぞれ間欠的に接合される。第１主面と第２主
面との間には、間挿材料２０７が挿入される。端面保護用ウェブ２０５及び２０６は、こ
れらの端面及び周辺部を保護して、端面及び周辺部がハンドリング治具及び装置に直接接
触することがないようにして、欠け、割れ、及び破断の可能性を低く抑える。ロール巻製
品を繰り出し、引き伸ばし、そして平坦化して、板材の表面を処理することにより表面コ
ーティング、半導体材料堆積、及び素子形成を行ない、そして次に、巻き上げて別のロー
ルとすることができる。
【００８０】
　本開示の第１の態様による端面保護構造付き製品として保護される板材は、ガラス、ガ
ラス－セラミック、セラミック、または結晶材料、或いは他の材料とすることができる。
特に有利な実施形態では、板材は、ほぼガラスから成る。板材は、略均質な材料から成る
単層、または異なる材料から成る多重層を含むことができる。例えば、１つの実施形態で
は、板材は、単一のガラス層から成る。別の実施形態では、板材は、コアガラス層と、そ
してコア層とは異なる組成、及び異なるＣＴＥを有する２つのクラッドガラス層と、を含
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む。更に別の実施形態では、板材は、金属、アモルファス半導体、または多結晶半導体の
ような異なる材料から成る薄膜層で被覆されるガラス基板を含む。更に別の実施形態では
、板材は、シリコンのような単結晶材料から成る薄型ウェハである。
【００８１】
　本開示の第１の態様による端面保護構造付き製品は、任意の厚さの板材を含むことがで
きるが、当該端面保護構造付き製品は、最大３００μｍの厚さを有する薄板材であると有
利である。上記の如く、薄板ガラス、特にロールの形態の薄板ガラスの端面を保護すると
特に有用である。
【００８２】
　十分な保護を端面、及び第１及び第２主面の周辺部に対して与えるために、第１及び第
２ウェブを端面から、少なくとも１ｍｍのような十分な距離だけ突出させると有利である
。第１及び第２ウェブは、周辺部を５０ｍｍの広さで覆うことができるか、またはそれよ
りもずっと広く覆うこともできる。
【００８３】
　第１及び第２ウェブは、同じ材料、または異なる材料により形成することができ、そし
て略同じ、または異なる幾何学形状及び寸法を有することができる。特定の実施形態では
、第１及び第２ウェブは個別に、テープ、コーティング、フィルム、織布などを含むこと
ができる。ウェブ材料は、軟質かつ可撓性であるので、当該ウェブ材料に加わる衝撃を、
衝撃が被保護端面及び周辺部に有害な大きさで伝達されることなく、吸収し、そして軽減
することができることが望ましい。第１及び第２ウェブ材料は、有機プラスチック、アル
ミ箔のような金属箔、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）のような織布などとするこ
とができる。第１及び第２ウェブはこれらの周辺部に、例えば接着剤により接合される。
第１及び第２ウェブの特に有利な例は、これらの周辺部に接合するアクリル接着剤層を含
むポリイミドテープである。特定の有利な実施形態では、第１及び第２ウェブは更に、第
１及び第２端面にそれぞれ間欠的に接合される。別の実施形態では、第１及び第２ウェブ
は、第１及び第２端面に接合されない。
【００８４】
　第１及び第２ウェブは、関連する周辺部にのみ、本開示の第１の態様に従って間欠的に
接合される。これとは異なり、上に示したように、米国特許出願公開第２０１１／００２
３５４８Ａ１号明細書に開示されている保護用ウェブは、周辺部に殆ど連続して接合する
が、この構成によって、これらの保護用ウェブを仕上げ工程中に切断するという困難な課
題が生じる。間欠接合位置を第１及び第２ウェブと周辺部との間に設けることにより得ら
れる本開示の第１の態様による端面保護構造付き製品は、これらのウェブの切断を容易に
することにより、この問題を解決している。
【００８５】
　図３及び４は、本開示の第１の態様による端面保護構造付き製品３０１及び４０１の特
定の実施形態の正面図を模式的に示している。図３では、端面保護構造付き製品３０１は
、第１周辺部３０４ａ及び第２周辺部３０４ｂを備える第１主面３０３と、そして第１端
面３０６ａ及び第２端面３０６ｂと、を有する板材と、第１周辺部３０４ａに複数の第１
接合位置で接合される一連の突出舌部構造３０９を備える第１ウェブ３０５と、そして第
２周辺部３０４ｂに複数の第２接合位置で接合される一連の突出舌部構造３１１を備える
第２ウェブ３０７と、を備えている。第１ウェブ３０５の隣接する舌部構造３０９、及び
第２ウェブ３０７の隣接する舌部構造３１１は、互いから或る距離で離間しているので、
第１ウェブと第１周辺部との間の第１接合位置は、間欠的であり、かつ不連続であり、そ
して第２ウェブと第２周辺部との間の第２接合位置もそのように間欠的であり、かつ不連
続である。端面保護構造付き製品を切断して多数の部材とする仕上げ工程では、刻線で折
り割りする処理、及び破断する処理、またはレーザ割断する処理は、割断線３１５ａ、３
１５ｂ、３１５ｃ、３１５ｄ、３１５ｅ、３１５ｆなどに沿って行なうことができること
により、板材の割断を行なうことができ、そして当該板材の主面の周辺部に接合されない
割断線近傍の第１及び第２ウェブ材料は、一対のハサミ、ナイフ、またはレーザビーム照
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射を利用してせん断して切断することができる。一旦、板材が割断線に沿って割断される
とともに、第１及び第２ウェブが、割断線に近接する隣接接合位置群の間で分断されると
、端面保護構造付き製品が分離されて２つの個別の端面保護構造付き部材となる。後の工
程では、刻線を刻設して分断する処理、またはレーザによる刻設、或いは他の切断方法を
用いて、板材部材群を、図３に３１７ａ、３１７ｂ、３１７ｃ、３１７ｄ、及び３１７ｅ
として図示される外周破線に沿って、個々の端面保護構造付き部材から端面保護すること
なく取り出すことができる。第１及び第２周辺部に接合されるこれらの突出舌部構造は図
３では略矩形になっている。しかしながら、図４に参照番号４０９及び４１１で図示され
る鋸歯形のような他の舌部形状、半円形、楕円形などを用いることもできる。
【００８６】
　第１間欠接合位置は、板材の第１及び第２主面のうちの一方の主面のみに設けることが
できるか、またはこれらの第１間欠接合位置は、両方の主面に設けることができる。後者
の場合、第１ウェブは、第１端面を間欠的に包み込む状態を実現することが望ましい。こ
のように間欠的に包み込む作業は、第１端面の同じ位置に対応する２つの舌部を有する第
１ウェブを使用することにより行なうことができ、各舌部は第１及び第３周辺部にそれぞ
れ接合される。
【００８７】
　同様に、第２間欠接合位置は、板材の第１及び第２主面のうちの一方の主面にのみ設け
ることができるか、またはこれらの第２間欠接合位置は、両方の主面に設けることができ
る。後者の場合、第２ウェブは、第２端面を間欠的に包み込むことができることが望まし
い。このように間欠的に包み込む作業は、第２端面の同じ位置に対応する２つの舌部を有
する第２ウェブを使用することにより行なうことができ、各舌部は第２及び第４周辺部に
それぞれ接合される。
【００８８】
　特定の実施形態では、第１端面及び／又は第２端面に隣接する第１周辺部の帯状部分は
、第１ウェブ及び／又は第２ウェブでそれぞれ連続的に包み込まれる。図５は、第１ウェ
ブ５０５及び第２ウェブ５０７が、上に説明した図３の実施形態と同様にして、板材の第
１主面５０３の第１及び第２周辺部に接合される複数の舌部構造５０９及び５１１を備え
る構成のこの実施形態の一例を模式的に示している。また、第１ウェブ５０５及び第２ウ
ェブ５０７は更に、第１及び第２周辺部の一部を略連続的に覆う部分を備えている。図６
は、図５の破線領域ＡＡの拡大図である。このように、図６に示すように、第２ウェブは
、第２周辺部５０４ｂに接合する第２間欠接合位置をじかに形成する舌部５１１と、第２
端面に隣接する第２周辺部の連続狭幅帯状部分を覆う略連続部分５０７ａと、そして第２
端面を超えて突出する外側部分５０７ｂと、を備える。特定の実施形態では、第１端面に
隣接する第１及び第３周辺部の帯状部分、及び第２端面に隣接する第２及び第４周辺部の
帯状部分は、第１及び第２ウェブで連続的に包み込まれることにより、第１及び第２端面
の両方を完全に包み込むことができる。これらの端面に隣接する周辺帯状部分を覆う連続
的な第１及び／又は第２ウェブ部分は、隣接する舌部の間の主面の周辺部に接合されてい
ないことに注目されたい。それにも拘らず、端面全体を包み込むこの設計により、これら
の端面及びこれらの主面の隣接周辺部を、米国特許出願公開第２０１１／００２３５４８
Ａ１号明細書に開示されている全接合ウェブ設計（ｆｕｌｌ－ｂｏｎｄｅｄ　ｗｅｂ　ｄ
ｅｓｉｇｎ）による程度と略同じ程度に、これらの端面が互いに、または治具及び装置に
直接接触するようになるのを、上に説明した端面の不具合を生じることなく防止すること
により非常に強固に保護することができる。
【００８９】
　特定の実施形態では、第１間欠接合位置及び第２間欠接合位置は、板材の中心線に対し
て略対称である。第１及び第２間欠接合位置をこのように対称に分布させることにより、
板材及び第１及び第２ウェブを、図３に示す端面のような第１及び／又は第２端面に略直
交する割断線に沿って容易に分断することができ、これは、矩形板材を製品から仕上げ工
程で取り出すために特に有利となる。
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【００９０】
　特定の実施形態では、これらの第１間欠接合位置を第１及び第３周辺部の両方に設け、
かつこれらの第１間欠接合位置を第１周辺部と第３周辺部との間の中心面に対して略対称
に分布させることが望ましい。この実施形態は、上に説明した第１端面を間欠的に包み込
む構成を提供する。同様にして、特定の実施形態では、これらの第２間欠接合位置を第２
及び第４周辺部の両方に設け、かつこれらの第２間欠接合位置を第２周辺部と第４周辺部
との間の中心面に対して略対称に分布させることが望ましい。この実施形態は、上に説明
した第２端面を間欠的に包み込む構成を提供する。特定の実施形態では、第１及び第２端
面の両方を間欠的に包み込む構成は、第１及び第２間欠接合位置によって実現されること
が望ましい。
【００９１】
　特定の実施形態では、記録マーク及び／又は基準マークを、第１及び／又は第２ウェブ
に、そして／または板材の第１、第２、第３、及び／又は第４周辺部に設けると有利であ
る。このような記録マークは、種々の幾何学形状及び／又は寸法の機械的穿孔、ギザギザ
、または印刷マークとすることができる。例えば、図３，４，及び５は、記録マーク３１
３，４１３，及び５１３を第１及び第２ウェブの両方に、穿孔の形状に設ける様子を示し
ている。これらの穿孔は、表面突起を有することにより製品を生産ラインで移動させるた
めに必要な駆動力を付与するコンベヤローラとの係合のような付加機能に利用することが
できる。
【００９２】
　第１ウェブ及び第２ウェブを所望の周辺部に接合し、そして取り付ける作業は、種々の
手段により行なうことができる。例えば、１つの実施形態では、液体前駆体コーティング
材料を、主面の一方の側、または両側の所望の周辺部に、端面からはみ出して塗布するこ
とができ、そして加熱することにより、またはＵＶ照射線に曝すことにより、硬化させて
軟質固体ウェブとすることができる。別の例では、テープの片面に事前に塗布した感圧接
着剤を有する予備成形テープをダイシングして、図３及び４に示す幾何学形状の第１及び
第２ウェブとすることができ、そして次に、これらのウェブを第１及び第２周辺部に、突
出舌部構造をそれぞれの第１及び第２間欠接合位置に押圧することにより貼り付けること
ができ、この場合、感圧接着剤によって、これらの周辺部との所望の接合強度を付与する
ことができる。更に別の例では、感圧接着剤をテープの片面に備える１本のテープの両側
の周縁部をダイシングして突出舌部構造を形成し、当該テープの中心線に沿って折り返し
てＹ字形構造を実現し、そして次に、図１に示す２つの表裏の主面に在って表裏の関係に
ある周辺部に貼り付ける。
【００９３】
　本開示の第２の態様は、本開示の第１の態様による端面保護構造付き製品を仕上げる方
法であり、当該方法は以下の工程：
　（Ｉ）上に説明した本開示の第１の態様による端面保護構造付き製品を提供する工程；
　（ＩＩ）板材を、第１周辺部に位置する第１割断点から第２周辺部に位置する第２割断
点まで延在する第１主面の割断線に沿って割断する工程であって、前記第１及び第２割断
点が第１及び第２ウェブにそれぞれ接合されることがない、前記割断する工程；及び
　（ＩＩＩ）割断線の近傍の第１及び第２ウェブを切断する工程を含むことにより、端面
保護構造付き製品が分断されて２つの個別製品となる。
【００９４】
　本開示の第２の態様によるプロセスは、端面保護構造付き製品に、表面コーティング堆
積、表面素子形成、洗浄、乾燥などのような種々の前処理を施した後に実行することがで
きる。当該プロセスでは、特定の実施形態において、工程（ＩＩ）を工程（ＩＩＩ）に先
行させることができ、特定の他の実施形態において、工程（ＩＩＩ）を工程（ＩＩ）に先
行させることができ、そして特定の他の実施形態において、工程（ＩＩ）及び工程（ＩＩ
Ｉ）を略同時に、または重複して実行することができる。割断線は、第１端面及び／又は
第２端面と直交すると有利である。割断線は、略直線状であるか、または湾曲することに
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より、後続の工程における異なる要求に合わせる、または切断製品の用途に合わせること
ができる。
【００９５】
　本開示の第２の態様によるプロセスの特定の実施形態では、工程（ＩＩ）において、板
材の第１主面を、割断線と直交する方向に割断線の近傍で湾曲させることができる。板材
の曲率は、板材を割断線に沿って無事に切断及び割断するために望ましい剛性を、割断線
の方向に付与することができる。割断線と直交する方向のこの所望の曲率を実現するため
に、板材を湾曲エアバーの上に載置し、この湾曲エアバーの上に、板材を、板材が切断さ
れ、そして割断されているときに架設することができる。
【００９６】
　本開示の第２の態様によるプロセスの工程（ＩＩ）は、機械的にスクライブし、そして
破断する工程を含むことができ、この工程では、機械的スクライビングホイールでまず、
第１主面を割断線に沿ってスクライブして刻線（スコアライン）を刻設し、そして次に、
板材に割断力を加えて割断線に沿った板材の完全な割断を可能にすることにより、板材を
刻線に沿って破断する。別の構成として、レーザ切断を用いることができる。本明細書に
おいて使用されるように、“ｌａｓｅｒ　ｃｕｔｔｉｎｇ（レーザ切断）”とは、２０１
０年１１月３０日に出願され、かつ本明細書において参照されることにより内容全体が本
明細書に組み込まれる関連内容を載せている“ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＳＥＰＡＲＡＴ
ＩＮＧ　Ａ　ＳＨＥＥＴ　ＯＦ　ＢＲＩＴＴＬＥ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ（脆性板材を割断す
る方法）”と題する米国仮特許出願第６１／４１７，９９８号明細書に記載されているプ
ロセスのような、レーザビームを用いて刻線を刻設する切り線刻設及び破断プロセス、及
び２０１１年２月１８日に出願され、かつ本明細書において参照されることにより内容全
体が本明細書に組み込まれる関連内容を載せている“ＬＡＳＥＲ　ＣＵＴＴＩＮＧ　ＭＥ
ＴＨＯＤ（レーザ切断方法）”と題する米国特許出願第１３／０３０，６０５号明細書に
記載されているプロセスのような、または２０１１年３月３０日に出願され、かつ本明細
書において参照されることにより内容全体が本明細書に組み込まれる関連内容を載せてい
る“ＭＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ　ＦＡＢＲＩＣＡＴＩＮＧ　Ａ　ＧＬＡＳＳ　ＲＩＢＢＯＮ（
ガラスリボンを形成する方法）”と題する米国仮特許出願第６１／４６９，３２１号明細
書に記載されているプロセスのような、曲げを必要としないレーザ光照射のみによるフル
ボディ切断プロセスを広範に指している。レーザプロセスでは：
　（ＩＩａ）初期亀裂を第１主面に形成し；
　（ＩＩｂ）初期亀裂を割断線に沿って、第１主面にレーザビームを照射することにより
進展させることができるので有利である。
【００９７】
　レーザ刻印法では、初期亀裂は通常まず、スクライビングホイール、ダイヤモンド刃に
よる機械的スクラッチング、またはレーザ焼灼などを割断線の近傍で用いる機械的スクラ
イビングにより形成される。続いて、レーザビームを初期亀裂の近傍の刻線に照射する。
続いて、露出領域をエアジェット、水ジェットにより冷却すると、または大気で自然冷却
すると、引っ張り応力が刻線に沿って生じることにより、初期亀裂が刻線に沿って進展し
て空孔が形成され、この空孔が割断線の全幅に亘って成長するか、または割断線の一部に
亘って成長する。続いて、工程（ＩＩｃ）を実行する：
　（ＩＩｃ）板材に破断力を加えて、板を割断線に沿って割断して２つの部分とする。
【００９８】
　破断力は、曲げモーメントを板材に割断線に沿って加える力であり、この力によって、
刻線の空孔が板材の厚さ全体に亘って成長して、板材の割断が行なわれる。
【００９９】
　板材が非常に薄い場合、レーザフルカット割断を効果的に、かつ有利に利用することに
より、割断線に沿った板材の割断を行なうことができる。レーザフルボディ切断プロセス
も通常、同じようにして、初期亀裂を割断線の近傍の第１主面に形成することから始まる
。初期亀裂の進展方向は、割断線の方向と同じとするか、または異ならせることができる
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ことに留意されたい。板材表面を割断線に沿ってレーザビームに、特定の実施形態におい
てレーザ走査することにより曝し、続いて、水ジェット、エアジェットを用いる能動また
は受動冷却、または大気による自然冷却などを行なうと、初期亀裂が板材の深さ、及び幅
の全体に亘って進展することにより、割断線に沿った板のフルボディ切断が行なわれる。
【０１００】
　レーザを用いる特定の有利な実施形態では、工程（ＩＩａ）において、初期亀裂を、周
辺部のうちの第１ウェブに接合されない箇所に形成する。初期亀裂箇所をこのように選択
することにより、確実に割断線が、第１ウェブに接合されない第１端面に近接する箇所か
ら第２ウェブに接合されない第２端面に近接する箇所まで延在することができる。上に説
明したように、本開示の主要な利点は、端面保護構造付き製品の割断が、板材表面の周辺
部に連続的に接合されるウェブ材料を分断する際の技術的な難しさを伴うことなく可能で
あり、かつ非常に簡便に行なわれることである。
【０１０１】
　特定の実施形態では、工程（ＩＩｂ）において、第１及び第２ウェブがレーザ光照射を
受けないことが望ましい。これにより、レーザ光照射によって生じる高温に起因して、ウ
ェブ材料が溶融し、分解し、酸化され、そして／または燃焼するときに板材表面に有害な
煙及び炭化が生じるのを防止することができる。第１及び／又は第２ウェブ材料を工程（
ＩＩＩ）で分断するために、一対のハサミのようなせん断具、またはナイフ、ドクターブ
レードなどのようなスライス工具を、工程（ＩＩ）の前に、工程（ＩＩ）中に、または工
程（ＩＩ）の後に用いることができる。一旦、工程（ＩＩ）及び工程（ＩＩＩ）の両方の
工程が実行されると、１個の製品が分断されて、第１及び第２ウェブで保護される端面を
有する２つの個別製品となる。
【０１０２】
　別の有利な実施形態では、工程（ＩＩＩ）において、第１及び／又は第２ウェブをレー
ザビームにより、ＣＯ２，Ｎ２，Ｈ２Ｏ，Ａｒ、及びこれらのガスのうちの少なくとも２
種類のガスからなる混合ガスのような不活性雰囲気中で切断する。不活性雰囲気では、第
１及び／又は第２ウェブをレーザ光照射に曝すと、これらのウェブは高温に加熱され、こ
れらのウェブが、酸化されることなく、かつ燃焼することなく溶融し、そして分解して、
レーザ光に空気中で曝して得られる切断面よりも非常に清浄な切断面が得られる。
【０１０３】
　端面保護構造付き製品を分断して、各製品がウェブで保護される端面を有する２つ以上
の個別製品にすると、これらのウェブを取り外して、清浄な板材部材を取り出すことが一
層望ましい。これは、以下の工程（ＩＶ）により行なうことができ：
　（ＩＶ）では、第１周辺部及び／又は第２周辺部を除去することにより、第１ウェブま
たは第２ウェブが無い仕上げ板材が得られる。
【０１０４】
　工程（ＩＶ）は、上に詳細に説明した工程（ＩＩ）において使用される方法と同じ方法
を用いて、または当該方法とは異なる方法を用いて実行することができる。レーザ光照射
を工程（ＩＶ）において利用する場合、レーザ光照射が第１及び／又は第２ウェブ材料に
直接届くことがないようにすることが望ましい。
【０１０５】
　本開示の第２の態様による方法を用いて、板材を含む端面保護構造付き製品を仕上げる
ことができ、この板材は、本開示の第１の態様に関連して上に説明したように、略平坦と
するか、または湾曲させる。製品が湾曲している場合、当該製品は、円錐体の外周面、ま
たは当該外周面の一部、円筒体の外周面、または当該外周面の一部、２つの主面が長い距
離を隔てて分離される構成のルーズロール、または２つの主面が短い距離を隔てて分離さ
れる構成のコンパクトロールのような種々の形状を採ることができる。特に有利な実施形
態では、端面保護構造付き製品は、基本的にコンパクトロール製品である巻回帯状体の形
態を採ることができ、この場合、ガラスリボンを中心マンドレルに巻き付けて多重層を形
成する。巻回帯状体の内側では、第１周辺部が第３周辺部に、第１ウェブを設けるので直
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接接触するのが防止され、そして第２周辺部が第４周辺部に、第２ウェブを設けるので直
接接触するのが防止される。巻回帯状体の内側の第１主面と第２主面との間には、紙、プ
ラスチック、織布、金属箔、または他の材料により形成される更に別の間挿材料を設け、
この間挿材料で２つの主面を更に分離して、これらの主面が互いに直接接触するのを防止
する。第１及び第２ウェブを設けることにより、第１主面と第２主面との直接接触を、特
に、第１端面から第２端面までの板材の全体幅が非常に短い実施形態では、間挿材料を全
く設けることなく防止することができる。巻回帯状体として巻き付けた製品を、本開示の
第２の態様によるプロセスを用いて仕上げる場合、通常、当該製品の一部をまず、巻回帯
状体から繰り出し、所望の長さに巻き出し、そして直線割断線が製品の全幅に亘って所定
の箇所にまで延在するように割断線を形成することができる位置にまで巻き出し、そして
次に、工程（ＩＩ）及び／又は工程（ＩＩＩ）を実行する。この仕上げ処理を継続的に実
行して、より小さい多数の個別の板材部材が得られる。勿論、工程（ＩＩ）及び（ＩＩＩ
）を実行する前に、図２に示す間挿材料を含み、かつ巻回帯状体として巻き付けた製品で
は、間挿材料を巻回帯状体から部分的に取り除いて、所望の割断線が位置する領域を剥き
出しにして、刻印加工及び／又は切断加工を第１主面の表面に対して直接施すことができ
る。
【０１０６】
　端面保護構造付きガラス製品の第１及び／又は第２ウェブに、そして／または第１及び
／又は第２主面の周辺部に形成される記録マークは、板材の正確な位置決めが、連続プロ
セスにおいても可能となることにより、表面コーティング形成、結晶材料堆積、表面素子
形成などのような製品の加工を案内する際に用いることができるので有利である。記録マ
ークは、第１及び／又は間欠接合位置に関する情報、及び／又はウェブ材料に接合されな
い周辺部の領域の位置に関する情報を供給することにより、本開示の第２の態様による仕
上げ処理の際に用いることもできるので有利である。この目的のために、記録マークを利
用して、初期亀裂の形成のタイミング及び位置、刻印加工工程及び／又は切断加工工程の
開始、及び刻印ホイールの速度、またはレーザの走査速度を制御することができる。
【０１０７】
　この技術分野の当業者であれば、本発明に関する種々の変形及び代替を、本発明の思想
及び範囲から逸脱しない限り行なうことができることを理解できるであろう。従って、本
発明は、本発明の変形及び変更を、これらの変形及び変更が添付の請求項、及び請求項の
均等物の範囲に含まれる場合には包含するものである。
【符号の説明】
【０１０８】
　　１０１，３０１，４０１　　端面保護構造付き製品
　　１０３，３０３，５０３　　第１主面
　　１０５　　第２主面
　　１０７，３０４ａ　　第１周辺部
　　１０９，３０４ｂ、５０４ｂ　　第２周辺部
　　１１１　　第３周辺部
　　１１３　　第４周辺部
　　１１５，３０６ａ　　第１端面
　　１１７，３０６ｂ　　第２端面
　　１１９，１２１　　上側舌部構造
　　１２３，１２５　　下側舌部構造
　　１２７，２０５，３０５，５０５　　第１ウェブ、端面保護用ウェブ
　　１２９，２０６，３０７，５０７　　第２ウェブ、端面保護用ウェブ
　　２０３，３０３　　板材
　　２０７　　間挿材料
　　２０９　　マンドレル
　　３０９，３１１　　突出舌部構造
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　　３１３，４１３，５１３　　記録マーク
　　３１５ａ、３１５ｂ、３１５ｃ、３１５ｄ、３１５ｅ、３１５ｆ　　割断線
　　３１７ａ、３１７ｂ、３１７ｃ、３１７ｄ、３１７ｅ　　外周破線
　　４０９，４１１　　鋸歯形
　　５０７ａ　　略連続部分
　　５０７ｂ　　外側部分
　　５０９，５１１　　舌部構造
　　ＡＡ　　破線領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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